
第１３１回理事会を開催
（平成28年度収支決算などを議決）

可決された
議 案

事務費
110,316,427（27.7％）

経常費　　　　
92,162,640　　
（20.7％）

財産費
15,000,000
（3.8％）

諸支出費 14,053,290（3.5％）償還金 1,057,832（0.3％）

県負担金・補助金
52,050,000
（11.7％）

繰越金
46,777,586
（10.5％）

推進協議会補助金
22,886,200（5.1％）

諸収入
4,330,552（1.0％）

国営管理費
99,545,360（25.0％）

水機構営管理費
82,505,101
（20.7％）

庁舎整備費
75,834,214
（19.0％）

繰入金
66,000,000
（14.8％）

支出総額
398,312,224

収入総額
445,187,210

維持管理費　　　　
182,050,461（45.7％）

維持管理費
159,922,400
（35.9％）県営事業分担金 1,057,832（0.3％）

賦課金
253.142.872

　　（56.9％）　　　　

単位：円
（ ）内は構成率を示す

10月16日、午前10時から香川用水記念会館1階
多目的室において、第131回香川用水土地改良区
理事会を開催しました。
理事会には、役員、相談役あわせて40名の方々
に出席いただきました。初めに組橋理事長の招集
挨拶の後、来賓を代表して国分香川県農政水産部
長、斉藤香川用水二期農業水利事業所長から祝辞
をいただきました。
この後議事に入り、平成28年度事業報告及び収
支決算等について審議が行われた結果、いずれも
原案どおり可決承認されました。

第1号議案 平成28年度事業報告及び財産目録の承認について
第2号議案 平成28年度収支決算の承認について
第3号議案 香川用水土地改良区職員給与規程の一部改正について

平成28年度一般会計収支決算の概要

平成28年度一般会計収支決算の概要は、収入総額445，187，210円に対し、支出総額398，312，224円となっ
ており、46，874，986円を翌29年度に繰越すこととなりました。

一般会計収支決算

第63号
発行日
発行所

発行人

平成29年11月20日
香川用水土地改良区
香 川 県 高 松 市
番町5丁目1番29号
TEL087（802）5711
FAX087（802）5744
事務局長 飯間 勝
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今夏の取水制限について今夏の取水制限について

貯水量

月

早明浦ダムの貯水状況（11月14日現在）
2億㎥

1億5千万㎥

1億㎥

5千万㎥

2月1月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平年

H29

台風3号
台風5号

台風18号

60％ライン

45％ライン

30％ライン

15％ライン

6/7 梅雨入り

7/19 梅雨明け

6/17 第一次取水制限（20％カット）

6/21 取水制限一時解除

6/22 第一次取水制限（20％カット）

7/29 第一次取水制限（20％カット）

9/2 第一次取水制限（20％カット）

9/8 第ニ次取水制限（35％カット）

7/5 取水制限一時解除

8/8 取水制限一時解除

9/18 取水制限一時解除

9/19 取水制限全面解除

1億7,300万㎥ 1億7,300万㎥

計画確保貯水量

1億4,700万㎥

1億400万㎥

1億4,700万㎥

1億5,800万㎥

平成29年

平均貯水量

計画確保貯水量

● 11/14

早明浦ダム流域では年明けから少雨傾向が続き、4月こそ平年並みの降雨であったものの、5月以降再
び少雨となり、ダム貯水率が低下し、6月7日の梅雨入り以降も降雨には恵まれず、同17日に第1次取水
制限（制限率20％）が実施されました。7月及び8月上旬には、台風3号・5号の影響による降雨があっ
たものの、いずれも取水制限の一時解除にとどまり、さらに8月下旬から少雨が続いたため、9月2日に
再び第1次取水制限、同8日から第2次取水制限（制限率35％）へと制限が強化されました。その後、台
風18号の接近に伴う降雨により、9月19日に94日間続いた取水制限が全面解除となりました。
今夏は長期にわたる取水制限となりましたが、各水利団体や農家の方々の節水への惜しみないご協力の
おかげをもちまして、自己水源の乏しい地区への優先配水を行うなどの調整が可能となり、渇水を乗り越
えることができました。改めて皆様方にお礼申し上げます。

第37回早明浦湖水祭に参加
8月5日、早明浦湖湖畔にて森と水のふるさと嶺北4ヶ町
村の主催で第37回早明浦湖水祭が開催されました。
早明浦湖水祭は、吉野川総合開発事業の基幹である早明浦
ダムの湖畔に四国四県の関係者が一堂に会し、水資源開発で
犠牲となられた方々に感謝と敬弔の意をささげ、水の有効利
用、水源地域と利水地域の経済・文化の交流を深める事を目
的に毎年8月上旬に行われています。
当日は組橋理事長をはじめ、浜田県知事・五所野尾県議会
議長や各市町長など多くの方々が出席し、高知・徳島両県へ
感謝の意を表しました。

組橋理事長玉串奉奠
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テープカットによるオープニングセレモニー

浜田県知事より式辞 組橋建設委員会委員長より謝辞

7月18日、香川用水記念会館竣工式が会館1階多目的室にて執り行われました。当日はあいにくの雨と
なりましたが、五所野尾県議会議長、坂井中国四国農政局長、柳川水資源機構吉野川本部長ほか、多数の
来賓の方々にご臨席を賜り、盛会裏に開催されました。
式典は、テープカットによるオープニングセレモニーで始まり、主催者を代表して浜田県知事が式辞を
述べ、小山県土地改良課長が施設概要について報告した後、五所野尾県議会議長、坂井中国四国農政局長
から祝辞をいただきました。また、会館建築工事の際にご尽力いただいた設計・施工業者5社の方々へ、
組橋建設委員会委員長（香川用水土地改良区理事長）より感謝状と記念品の贈呈が行われました。最後に
同委員長が関係者の方々へ謝辞を述べ、閉会となりました。
事務所も新しくなり、職員一同、心機一転、これまで以上に業務に邁進したいと存じますので、今後と
も宜しくお願いいたします。
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「国営香川用水二期土地改良事業」の動きNo.6

香川用水二期事業の工事実施状況について  

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

平成29年度工事概要図
（H29.10現在）
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香川県
平成28年度まで

凡　　　例

平成29年度（平成28年度繰越含）

平成30年度以降

水資源機構管理区間

東部幹線用水路第14工区鴨部川サイホン改修工事

東部幹線用水路第7工区杣尾サイホン他改修工事

東部幹線用水路第3工区実相寺開水路他改修工事

東部幹線用水路第3工区赤戸トンネル他改修工事

東部幹線用水路第2工区大野開水路付帯工事

東部幹線用水路第2工区大野第2開水路改修（その2）工事

西部幹線用水路第1～2工区黒谷サイホン他改修工事

東西分水工改修（その2）工事

大池揚水機場設備改修工事

水管理制御施設建設工事（国債）

西部幹線用水路第10工区柞田川水管橋改修工事
西部幹線用水路第10工区柞田川水管橋改修工事（その2）

東部幹線用水路第7工区上井サイホン他改修工事

東部幹線用水路第4工区糠山池サイホン他改修工事

東部幹線用水路香東川サイホン改修工事

東部幹線用水路第7工区杣尾トンネル他改修工事

東部幹線用水路第9工区田中開水路他改修工事

東部幹線揚水機場吸水槽補強工事
東部幹線揚水機場吸水槽管理（その2）工事

旧中央管理所：テレメータ室 新中央管理所：テレメータ室

本事業も平成29年度で4年目を迎え、順調に更新整備が進んでいます。今年度は、東部幹線で開水路、
サイホン、トンネル等の改修工事、西部幹線で水管橋改修工事及び東西分水工改修工事が行われます。ま
た、前年度から引き続いて、水管理制御施設建設工事と東部揚水機場吸水槽補強工事が実施されています。
工事実施に際し、関係水利団体及び隣接する周辺地域住民の皆様方には何かとご不便、ご迷惑をおかけ
いたしますが、ご理解とご協力のほど宜しくお願いします。

水管理制御施設建設工事（中央管理所設備）
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香川用水クリーンアップ大作戦’17香川用水クリーンアップ大作戦’17
～小学校への出前授業＆児童との合同による清掃活動～

出 前 授 業 の み 出前授業＆クリーンアップ
実施日 小 学 校 名 児童数 実施日 小 学 校 名 児童数
6月14日 高松市立十河小学校 98 8月30日 さぬき市立さぬき南小学校 46
6月15日 観音寺市立豊田小学校 29 10月17日 高松市立川岡小学校 81
6月19日 東かがわ市立福栄小学校 6 10月18日 高松市立浅野小学校 64
6月20日 さぬき市立造田小学校 30

10月20日
高松市立植田小学校 11

6月23日 さぬき市立長尾小学校 73 高松市立東植田小学校 8
6月27日 三豊市立山本小学校 53 10月24日 高松市立大野小学校 77
6月30日 三豊市立二ノ宮小学校 14 10月25日 三木町立田中小学校 19
7月3日 高松市立三渓小学校 68 10月31日 三木町立氷上小学校 94
7月5日 高松市立川島小学校 77 11月9日 観音寺市立粟井小学校 8
7月13日 三豊市立比地大小学校 10 計 9校408名

計10校458名 計19校866名
太字は、（独）水資源機構との合同授業

測量スタッフを用いた雨量の説明 水資源機構との合同出前授業

開水路内の清掃 東部幹線揚水機場内の見学

香川用水土地改良区は、平成15年度から小学4年生を対象に香川の水事情や香川用水の恩恵と重要性を
学ぶ出前授業を実施しています。
本年度は、6月から11月にかけて出前授業の実施が10校、出前授業とクリーンアップをセットで実施し
た学校が9校、合わせて19校866名の児童に授業を行いました。
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 賦課金の期限内納入にご協力をお願いします。

今年度の維持管理費賦課金の納期限は今年度の維持管理費賦課金の納期限は

平成29年度「維持管理費賦課金」

平成29年12月15日（金）

●維持管理費賦課金は香川用水の施設を維持管理していくための大切な原資となるものです。  
　※賦課金は、毎年４月1日現在の各組合員の土地原簿登載面積で算定します。  
　※休耕田、転作田にも維持管理費賦課金は賦課されます。  

　地区内農地については、まだ十分に土地台帳の整備が進んでいない地区があります。下記の
ような移動があった時には、必ず関係市・町の担当課、関係土地改良区を通じて香川用水土地
改良区に届出をお願いします。  

●農地転用をされる場合は、土地改良区への申請と決済金が必要です。これらの手続きが行わ
れないと土地台帳から除外できないため、従来どおり賦課されることになりますのでご注意
ください。  
●決済金は、残存農地が将来過重負担にならないために必要なもので、宅地等への転用の他、
公共事業用地（道路等）に転用される場合にも決済金が必要になりますので、用地買収の時
点で、支払い方法等について十分に話し合われ、後日問題が生じないようにお願いします。

★決済金単価１㎡当たり26円★ 

　下記のようなことがありましたら、組合員資格得喪等の届出を関係市町担当課、関係土地改
良区等を通じて行ってください。
　●組合員が死亡（相続） ●組合員が農地を喪失又は取得（譲与・売買・移動等）
　●経営移譲 ●組合員が住所変更  

＊＊台帳整備にご協力を＊＊

農地を転用する時は決済金が必要です！ 

組合員資格得喪届出書（名義変更）等の届出は速やかに！ 

手続き等の詳しいことは下記お問合せ先までご連絡ください。 

香川用水土地改良区（☎087-802-5722財務課）
又は関係市町担当課・関係土地改良区 
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飯間事務局長「政府高官セミナー」にて講演
－香川用水土地改良区の賦課体制と施設管理－

ホームページリニューアルのお知らせ

9月26日に（一財）日本水土総合研究所主催
による「政府高官セミナー」が東京都千代田区
の都市センターホテルにて開催され、当土地改
良区の飯間事務局長が参加しました。
本セミナーはアジアモンスーン地域の農業農
村の発展を目指すことを目的として、メコン川
を水源とするカンボジア、ラオス、ベトナムの
3か国及び日本における各国のかんがいインフ
ラの取組や基準、水利組合組織の現状を紹介し、
圃場整備推進や水利組合組織の強化に関して意
見交換を行いました。
飯間事務局長が「香川用水土地改良区の賦課
体制と施設管理」と題して行った講演について、
参加国においては水利組合が組織として十分に
機能していないことから、当土地改良区の賦課徴収の方法に興味を示して頂きました。

当改良区の事務所移転に伴い、以前より準備を進めて
いたホームページが全面リニューアルしました。今回の
リニューアルでは、当改良区をより身近に感じて頂ける
ホームページとなるよう、構成やデザインを工夫しました。

主なリニューアル点は、
1．香川用水土地改良区をより分かりやすく理解できる
よう、「よくある質問コーナー」の新設

2．子供達に香川用水について興味をもってもらうため
に、「水土里クイズ」の新設

3．「各種様式」のダウンロード

今後とも、皆様により一層楽しんで頂けるホームペー
ジを目指して内容の充実を図ってまいります。

香川用水土地改良区アドレス
https : //www.kagawayousui.com/

飯間事務局長講演
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＝香川用水土地改良区の主な動き＝

平成29年
5月26日 全国大規模農業水利事業協議会総会（東京都）
6月8日 第51回吉野川総合開発香川用水事業推進協議会総会
11日 第33回香川用水水口祭（香川用水記念公園水口の広場）
17日 第1次取水制限実施（20％カット）
19日 水資源機構かんがい排水事業推進協議会幹事会（愛知県）
21日 ＪＩＣＡ研修「中央アジア・コーカサス地域灌漑水管理」コース

香川用水視察研修
7月10日 新事務所にて業務開始
14日 全国大規模農業水利事業協議会 地元選出国会議員へ要望
18日 新香川用水記念会館竣工式
24日 水資源機構かんがい排水事業推進協議会総会（東京都）

8月4日 常任委員長会
5日 第37回早明浦湖水祭（高知県）
6日 水辺の納涼祭（香川用水記念公園）
18日 第115回監事会

9月5日 第71回総務委員会
8日 第2次取水制限実施（35％カット）
13日 会津北部土地改良区（福島県）香川用水視察研修
19日 取水制限全面解除
21日 全国大規模農業水利事業協議会正副会長会（東京都）
26日 政府高官セミナー飯間事務局長講演（東京都）

10月12日～13日 水資源機構かんがい排水事業推進協議会職員研修会（愛知県）
16日 第131回理事会

11月1日 筑西管内連絡協議会（茨城県）香川用水視察研修
2日 常任委員長会
8日～10日 香川用水土地改良区役員視察研修（沖縄県）
10日～11日 早明浦水源の森上下流交流会（高知県）
15日 淡路土地改良協会・土連淡路支部（兵庫県）香川用水視察研修
20日 第36回財務委員会

����������� 以 下 予 定 ���������
11月29日 香川用水周知会（中讃）
12月1日 香川用水周知会（西讃）

5日 香川用水周知会（東讃）

○ 平成29年3月31日をもって閉館していた香川用水
資料館が、7月18日に新香川用水記念会館1階にリ
ニューアルオープンしました。資料館は、香川用水
の歴史を後世に伝承し、その恩恵に対する認識を深
めるとともに、水源地域への感謝と、水の大切さを
伝える施設として、プロジェクションマッピングや
モニター映像などにより、大人から子供まで楽し
み・学べる内容となっております。
開館以来大勢の方々にご来館いただき有難うござ

います。
また、香川用水資料館は、引き続き香川県から委託を受け、当改良区が日常管理を行ってい

ますので、皆様のお越しをお待ちしております。

☆ 香川用水資料館ホームページアドレス ☆
http : //www.pref.kagawa.lg.jp/tochikai/shiryoukan/index.html

ホームページアドレス https : //www.kagawayousui.com/
E-mailアドレス t-kagawa@kagawayousui.com

第33回香川用水水口祭

水辺の納涼祭

事 務 局 だ よ り

8


